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議案第 41 号 

 

令和２年度生駒市一般会計補正予算（第３回） 

 

 令和２年度生駒市の一般会計の補正予算（第３回）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４８２，１１１千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４９，７１８，２４６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

令和２年６月５日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 42 号  

 

令和２年度生駒市介護保険特別会計補正予算（第１回） 

 

 令和２年度生駒市の介護保険特別会計の補正予算（第１回）は、次に定めると

ころによる。  

 （債務負担行為）  

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第１表債務負担

行為」による。  

 

  令和２年６月５日提出  

                   生駒市長 小 紫 雅 史    
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［単位　千円］

第　１　表　債　務　負　担　行　為

期　　　　　　　間事　　　　　　　　　　項 限　　度　　額

令和２年度から
パ ワ ー ア ッ プ PLUS 教 室 委 託 業 務 ７９，６２０

令和７年度まで
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議案第 43 号 

 

令和２年度生駒市水道事業会計補正予算（第１回） 

 

第１条 令和２年度生駒市水道事業会計の補正予算（第１回）は、次に定めると

ころによる。 

第２条 令和２年度生駒市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定

めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 収 入                      （単位 千円）  

科 目 既決予定額 補正予定額 計  

第１款 事業収益 2,896,915  △141,337 2,755,578 

 第１項 営業収益 2,480,495  △141,337 2,339,158  

 支 出                         （単位 千円） 

科 目 既決予定額 補正予定額 計  

第１款 事業費用 2,848,498  △384 2,848,114 

第１項 営業費用 2,768,337  △384 2,767,953  

 

第３条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

                            （単位 千円） 

科 目 既決予定額 補正予定額 計  

 職員給与費 364,472  △384 364,088 
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  令和２年６月５日提出 

                       生駒市長 小 紫 雅 史   
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1

収　　　入

１ 事業収益

１ 営業収益

1 給水収益

支　　　出

１ 事業費用

１ 営業費用

4 総 係 費

△ 141,337 2,309,299

令和２年度生駒市水道事業会計補正予算（第１回）実施計画

 収益的収入及び支出

                  （単位　千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額

水道料金

計 備　　　　考

2,896,915 △ 141,337 2,755,578

2,480,495 △ 141,337 2,339,158

2,450,636

                  （単位　千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　　　考

252,681 △ 384 252,297
職員手当等   　　       △354
法定福利費       　     △ 30

2,848,498 △ 384 2,848,114

2,768,337 △ 384 2,767,953
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（単位　千円）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー 既決予定額 補正予定額 計

当年度純利益 48,014 △128,104 △80,090

減価償却費 708,968 0 708,968

固定資産除却費 65,000 0 65,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,012 0 2,012

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,200 0 1,200

長期前受金戻入額 △397,693 0 △397,693

受取利息及び配当金 △4,159 0 △4,159

未収金の増減額（△は増加） △31,622 0 △31,622

未払金の増減額（△は減少） △27,354 0 △27,354

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,692 0 △1,692

小計 362,674 △128,104 234,570

利息及び配当金の受取額 4,159 0 4,159

業務活動によるキャッシュ・フロー 366,833 △128,104 238,729

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △971,440 0 △971,440

補助金、寄附金等による収入 233,663 0 233,663

投資活動によるキャッシュ・フロー △737,777 0 △737,777

３　財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー 0 0 0

資金増減額 △370,944 △128,104 △499,048

資金期首残高 4,810,482 0 4,810,482

資金期末残高 4,439,538 △128,104 4,311,434

令和２年度 生駒市水道事業補正予算（第１回）予定キャッシュ・フロー計算書
（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）
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１　総  括

特別職 一般職 報　酬  給  料 手　当 計

（人） （人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

（ 12 ）

35

（ 12 ）

35

（ 0 ）

0

＊（　）内は再任用職員数及び会計年度任用職員数を外書しています。

扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当

（千円） （千円） （千円） （千円）

期末手当 勤勉手当

（千円） （千円）

比　較 △ 354 0

補正前 47,363 30,416

区分

補正後 47,009 30,416

4,893 3,997 2,261

比　較 0 0 0 0 0 0

補正前 6,564 6,060 11,762 0

0

11,762 0 4,893 3,997 2,261

△ 30 △ 384

手当の内訳

区分
管理職
手　当
(千円）

特殊勤務
手　　当
(千円)

時 間 外
勤務手当
(千円)

補正後 6,564 6,060

比　　　較 0 0 0 △ 354 △ 354

63,378 364,088

補　正　前 1 0 187,748 113,316 301,064 63,408 364,472

補　正　後 1 0 187,748 112,962 300,710

給　与　費　明　細　書

区　　　　分

職　　員　　数 給   　与  　　費
法  定
福利費

合  計
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２　給料及び手当の増減額の明細

増 減 額

（千円） （千円）

会計年度任用職員

千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円

△ 354 千円
千円

会計年度任用職員

区　分
増減事由別内訳

説　 明 備　　              考

給　料

会計年度任用職員以外の職員

給 与 改 定 に
伴 う 増 減 分

昇 給 に 伴 う
増 加 分

その他の増減分

制 度 改 正 に
伴 う 増 減 分

そ の 他 の
増 減 分

地域手当
特殊勤務手当
時間外勤務手当
通勤手当
住居手当
期末手当

そ の 他 の
増 減 分

△ 354
人事異動等に伴う
減 少 分

扶養手当
管理職手当

手　当
(補正後)

会計年度任用職員以外の職員

△ 354

勤勉手当

その他の増減分
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1
（１） 35,862,494 0 35,862,494

△ 18,474,751 0 △ 18,474,751

17,387,743 0 17,387,743

（２） 11,594 0 11,594

　 　固　定　資　産　合　計 17,399,337 0 17,399,337

２ 流　動　資　産
（１） 4,439,538 △ 128,104 4,311,434

（２） 288,245 0 288,245

貸 倒 引 当 金 △ 3,084 285,161 0 0 △ 3,084 285,161

（３） 8,588 0 8,588

4,733,287 △ 128,104 4,605,183

22,132,624 △ 128,104 22,004,520

３ 流　動　負　債
（１） 79,033 0 79,033

（２） 30,755 0 30,755

（３） 79,454 　 0 　 79,454 　

189,242 0 189,242

４
（１） 19,584,559 0 19,584,559

　長期前受金収益化累計額 △ 12,534,196 0 △ 12,534,196

　繰　延　収　益　合　計 7,050,363 0 7,050,363

7,239,605 0 7,239,605

５
（１） 10,633,205 0 10,633,205

10,633,205 0 10,633,205

６
（１） 3,574,549 　 0 　 3,574,549 　

（２）
685,265 △ 128,104 557,161

685,265 △ 128,104 557,161

4,259,814 △ 128,104 4,131,710

14,893,019 △ 128,104 14,764,915

22,132,624 △ 128,104 22,004,520

　貯　　蔵　　品

　資　本　金　合　計

　負　債　合　計

（資　本　の　部）
資　　本　　金
　資　本　金

　利益剰余金合計

　預　 　り　　金

　未　　払　　金

　流　動　負　債　合　計

（負　債　の　部）

　現　金　預　金
　未　　収　　金

　引　　当　　金

繰　延　収　益
　長　期　前　受　金

剰　　余　　金
　資　本　剰　余　金
　利　益　剰　余　金
　　当年度未処分利益剰余金

（単位　　千円）

　　　　　科　　　　　　　　目

　剰　余　金　合　計

　資　　本　　合　　計

　負　債　資　本　合　計

（資　産　の　部）
固　定　資　産
　有　形　固　定　資　産
　減価償却累計額
　有形固定資産合計

既決予定額 計

　流　動　資　産　合　計
　資　産　合　計

　無　形　固　定　資　産

生駒市水道事業予定貸借対照表

令和２年度予定貸借対照表

（令和３年３月３１日）

補正予定額
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議案第 44 号 

 

令和２年度生駒市病院事業会計補正予算（第１回） 

 

第１条 令和２年度生駒市病院事業会計の補正予算（第１回）は、次に定めると

ころによる。 

第２条 令和２年度生駒市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定

めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 収 入                       

科 目 既決予定額 補正予定額 計  

第１款 病院事業収益  609,095千円  415千円 609,510千円 

 第２項 医業外収益 521,164千円  415千円 521,579千円  

 支 出                          

科 目 既決予定額 補正予定額 計  

第１款 病院事業費用 519,868千円  415千円 520,283千円 

第１項 医業費用 492,235千円  415千円 492,650千円  

 

第３条 予算第７条中「３,０６２千円」を「３,４７７千円」に改める。 

 

  令和２年６月５日提出 

                       生駒市長 小 紫 雅 史   
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１ 収益的収入及び支出

(単位:千円)

病院事業

収 益

医 業 外

収 益

他 会 計

補 助 金

(単位:千円)

病院事業

費 用

2 84,629 415 85,044 交 付 金経 費

備　　　考

１ 519,868 520,283

1 492,235 492,650医業費用 415

415

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計

一 般 会 計 補 助 金

１ 609,095 609,510

2 521,164

令和２年度 生駒市病院事業会計補正予算（第１回）実施計画

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　　考

収        　入

支        　出

521,579415

415

2 3,062 415 3,477
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議案第 45 号 

 

生駒市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年６月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史   

 

   生駒市税条例の一部を改正する条例 

第１条 生駒市税条例（昭和５０年１２月生駒市条例第３１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

附則第１２条中「法附則第１５条から第１５条の３の２まで」の次に「、第

６１条又は第６２条」を、「又は附則第１５条から第１５条の３の２まで」の

次に「、第６１条若しくは第６２条」を加える。 

  附則第１２条の２に次の１項を加える。 

 27 法附則第６２条に規定する市町村の条例で定める割合は、０とする。 

  附則第１６条の６中「令和２年９月３０日」を「令和３年３月３１日」に改

める。 

  附則第２５条の６の次に次の１条を加える。 

  （新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等） 

 第２５条の７ 第５条の３第７項の規定は、法附則第５９条第３項において準

用する法第１５条の２第８項に規定する条例で定める期間について準用す

る。 

第２条 生駒市税条例の一部を次のように改正する。 
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  第１４条第１項第２号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。 

  第２０条中「第１２項」を「第１１項」に、「寡婦（寡夫）控除額」を「寡

婦控除額、ひとり親控除額」に、「第７項」を「第６項」に改める。 

  第２８条第１項ただし書中「第３１４条の２第５項」を「第３１４条の２第

４項」に改める。 

  第１０２条第２項に次のただし書を加える。 

   ただし、１本当たりの重量が０．７グラム未満の葉巻たばこの本数の算定

については、当該葉巻たばこの１本をもって紙巻たばこの０．７本に換算す

るものとする。 

  第１０２条第４項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「（同項ただし書に

規定する葉巻たばこを除く｡)」を加える。 

  附則第６条第１項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準

割合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する

平均貸付割合をいう。次項において同じ｡)」に、「この条において同じ」を「

この項において同じ」に改め、「（以下この条において「特例基準割合適用年

」という｡)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基

準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改め、同条第２項中「特例基準割合

適用年中」を「各年の平均貸付割合に年０．５パーセントの割合を加算した割

合が年７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年中」に、「当該特

例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合と」を「当該加算した割

合と」に改める。 

  附則第７条第１項中「特例基準割合」を「加算した割合」に改める。 

附則第１２条中「第６１条又は第６２条」を「第６３条又は第６４条」に、

「第６１条若しくは第６２条」を「第６３条若しくは第６４条」に改める。 

  附則第１２条の２第２７項中「附則第６２条」を「附則第６４条」に改め
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る。 

  附則第２０条第１項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１

項」を加える。 

  附則第２１条第３項中「第３５条の２」を「第３５条の３」に改める。 

  附則第２５条の７の次に次の２条を加える。 

  （新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例） 

 第２５条の８ 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に

対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第２５

号。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という｡)第５条第４

項に規定する指定行事のうち、市長が指定するものの中止若しくは延期又は

その規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対

価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第１項に規定する指

定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中

に法附則第６０条第４項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第３１

４条の７第１項第３号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第２５条

の規定を適用する。 

  （新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例） 

 第２５条の９ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイル

ス感染症特例法第６条第４項の規定の適用を受けた場合における附則第９条

の３の２第１項の規定の適用については、同項中「令和１５年度」とあるの

は、「令和１６年度」とする。 

第３条 生駒市税条例の一部を次のように改正する。 

  第１０条中「第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書に」を「第３２

１条の８第３４項及び第３５項の申告書に」に、「においては」を「には」に

改め、同条第４号中「によって」を「により」に改め、同条第５号中「、第４
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項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、同条第６号中「第３２１条の８

第２２項及び第２３項」を「第３２１条の８第３４項及び第３５項」に改め

る。 

  第１１条中「及び第４項」を削る。 

  第１３条第３項中「規定する収益事業」の次に「（以下この項及び第１７条

第２項の表第１号において「収益事業」という｡)」を加え、「第１７条第２項

の表の第１号」を「同号」に、「第４５条第１０項から第１２項まで」を「第

４５条第９項から第１６項まで」に改める。 

  第１７条第２項の表第１号オ中「第２９２条第１項第４号の５」を「第２９

２条第１項第４号の２」に改め、同条第３項中「、同項第２号の連結事業年度

開始の日から６月の期間若しくは同項第３号の連結法人税額の課税標準の算定

期間又は同項第４号」を「若しくは同項第２号の期間又は同項第３号」に改め

る。 

  第４５条第１項中「第４項、第１９項、第２２項及び第２３項」を「第３１

項、第３４項及び第３５項」に、「第１０項、第１１項及び第１３項」を「第

９項、第１０項及び第１２項」に、「第４項、第１９項及び第２３項」を「第

３１項及び第３５項」に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３項

」を「第２項後段」に改め、同条第２項中「第６６条の７第５項及び第１１項

又は第６８条の９１第４項及び第１０項」を「第６６条の７第４項及び第１０

項」に、「第３２１条の８第２４項」を「第３２１条の８第３６項」に改め、

同条第３項中「第６６条の９の３第４項及び第１０項又は第６８条の９３の３

第４項及び第１０項」を「第６６条の９の３第３項及び第９項」に、「第３２

１条の８第２５項」を「第３２１条の８第３７項」に改め、同条第４項中「第

３２１条の８第２６項」を「第３２１条の８第３８項」に改め、同条第５項中

「第３２１条の８第２２項」を「第３２１条の８第３４項」に、「同条第２１
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項」を「同条第３３項」に、「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」

に、「同条第２３項」を「同条第３５項」に改め、同条第６項中「、第４項又

は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２２項」を「同条第３４項」

に、「第３２１条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改め、同条

第７項中「第３２１条の８第２２項」を「第３２１条の８第３４項」に、「、

第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、同項第２号中「第３２１条

の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改め、同条第９項を削り、同

条第１０項中「第３２１条の８第４２項」を「第３２１条の８第５２項」に、

「同条第４２項」を「同条第５２項」に、「第１２項」を「第１１項」に改

め、同項を同条第９項とし、同条第１１項を同条第１０項とし、同条第１２項

中「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１３項

中「第１０項」を「第９項」に、「第７５条の４第２項」を「第７５条の５第

２項」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１４項を同条第１３項とし、

同条第１５項中「第１３項」を「第１２項」に、「第１０項」を「第９項」に

改め、同項を同条第１４項とし、同条第１６項中「第１３項前段」を「第１２

項前段」に、「第３２１条の８第５１項」を「第３２１条の８第６１項」に、

「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１５項とし、同条第１７項中

「第１３項後段」を「第１２項後段」に、「第１５項」を「第１４項」に、「

第７５条の４第３項若しくは第６項（同法第８１条の２４の３第２項において

準用する場合を含む｡)」を「第７５条の５第３項若しくは第６項」に、「第１

０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１６項とする。 

  第４６条第２項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条

第２３項」を「同条第３５項」に、「、第２項又は第４項」を「又は第２項」

に改め、同条第３項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、

「（同条第２項又は第４項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の

-36-



場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人（法人

税法第２条第１２号の６の７に規定する連結親法人をいう。以下この項におい

て同じ｡)若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申

告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第２号

において同じ｡)」を削り、同条第４項中「、第４項又は第１９項」を「又は第

３１項」に改める。 

  第４８条第４項から第６項までを削る。 

  第１０２条第２項ただし書中「０．７グラム」を「１グラム」に、「０．７

本」を「１本」に改める。 

  附則第６条第２項中「及び第４項」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施

行する。 

 (1) 第１条の規定 公布の日 

 (2) 第２条中生駒市税条例第１０２条第２項にただし書を加える改正規定及

び同条第４項の改正規定並びに附則第５条の規定 令和２年１０月１日 

 (3) 第２条（前号に掲げる改正規定を除く｡)並びに次条及び附則第３条の規

定 令和３年１月１日 

 (4) 第３条中生駒市税条例第１０２条第２項ただし書の改正規定及び附則第

６条の規定 令和３年１０月１日 

 (5) 第３条（前号に掲げる改正規定を除く｡)及び附則第４条の規定 令和４

年４月１日 

 （延滞金に関する経過措置） 

第２条 第２条の規定による改正後の生駒市税条例（以下「新条例」という｡)附
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則第６条の規定は、前条第３号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する

延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前

の例による。 

 （市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第１４条第１項（第２号に係る部分に限る｡)、第２０条及び第２

８条第１項の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税について適用

し、令和２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 令和３年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第２８条第１

項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるの

は、「地震保険料控除額、ひとり親控除額（地方税法等の一部を改正する法律

（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の法（以下「旧法」とい

う｡)第２９２条第１項第１１号に規定する寡婦（旧法第３１４条の２第３項の

規定に該当するものに限る｡)又は旧法第２９２条第１項第１２号に規定する寡

夫である第１３条第１項第１号に掲げる者に係るものを除く｡)」とする。 

第４条 附則第１条第５号に掲げる規定による改正後の生駒市税条例の規定中法

人の市民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この条におい

て「５号施行日」という｡)以後に開始する事業年度（所得税法等の一部を改正

する法律（令和２年法律第８号）第３条の規定（同法附則第１条第５号ロに掲

げる改正規定に限る｡)による改正前の法人税法（昭和４０年法律第３４号。以

下この条において「４年旧法人税法」という｡)第２条第１２号の７に規定する

連結子法人（次項において「連結子法人」という｡)の連結親法人事業年度（４

年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項

において同じ｡)が５号施行日前に開始した事業年度を除く｡)分の法人の市民税

について適用する。 

２ ５号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が５号
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施行日前に開始した事業年度を含む｡)分の法人の市民税及び５号施行日前に開

始した連結事業年度（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する連結事業

年度をいう。以下この項において同じ｡)（連結子法人の連結親法人事業年度が

５号施行日前に開始した連結事業年度を含む｡)分の法人の市民税については、

なお従前の例による。 

 （市たばこ税に関する経過措置） 

第５条 附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきで

あった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

第６条 附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきで

あった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 
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議案第 46 号 

 

生駒市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年６月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史   

 

生駒市都市計画税条例の一部を改正する条例 

第１条 生駒市都市計画税条例（昭和５０年１２月生駒市条例第３２号）の一部

を次のように改正する。 

附則第９条中「又は第１５条の３」を「、第１５条の３又は第６１条」に改

め、「第１５条の３まで」の次に「若しくは第６１条」を加える。 

第２条 生駒市都市計画税条例の一部を次のように改正する。 

附則第９条中「第６１条」を「第６３条」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年１月

１日から施行する。 
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議案第 47 号 

 

生駒市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年６月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史   

 

   生駒市手数料条例の一部を改正する条例 

 生駒市手数料条例（平成１２年３月生駒市条例第８号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第１の１９の２の項中「行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報

提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」を「行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する

個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 48 号 

 

生駒市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め 

る条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年６月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史   

 

生駒市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

生駒市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２６年１２月生駒市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第３項中「指定都市」の次に「若しくは同法第２５２条の２２第１項

の中核市」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 49 号 

 

生駒市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年６月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史   

 

生駒市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

生駒市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６

年１２月生駒市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

第６条第４項を次のように改める。 

４ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適用

しないこととすることができる。 

(1) 市長が、法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって、家庭的

保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う

措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、利用乳

幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供され

るよう必要な措置を講じているとき。 

(2) 家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の

確保が著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く｡)。 

第６条第５項中「前項」の次に「（第２号に係る部分に限る｡)」を加える。 
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第３７条第４号中「場合」の次に「又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、

精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な

場合」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 50 号 

 

生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年６月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史   

 

生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例 

生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年１２月生駒市条例第４２号）の一部を次のように改正する。 

第４２条第４項を次のように改める。 

４ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適用

しないこととすることができる。 

(1) 市長が、児童福祉法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たっ

て、特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満３歳

未満保育認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者

による特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子ど

もに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・

保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 

(2) 特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設

の確保が著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く｡)。 
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第４２条第５項中「前項」の次に「（第２号に係る部分に限る｡)」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 51 号 

 

生駒市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年６月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史   

 

   生駒市介護保険条例の一部を改正する条例 

 生駒市介護保険条例（平成１２年３月生駒市条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第４条第２項中「令和元年度及び令和２年度の各年度」を「令和２年度」に、

「２３，４００円」を「１８，７２０円」に改め、同条第３項中「令和元年度及

び令和２年度の各年度」を「令和２年度」に、「２３，４００円」を「１８，７

２０円」に、「３２，７６０円」を「２４，９６０円」に改め、同条第４項中「

令和元年度及び令和２年度の各年度」を「令和２年度」に、「２３，４００円」

を「１８，７２０円」に、「４５，２４０円」を「４３，６８０円」に改める。 

 第１１条第２項各号列記以外の部分に次のただし書を加える。 

ただし、市長が、相当の理由があると認めるときは、別に定める期日までに

当該申請書を市長に提出しなければならない。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の第１１条第２項の規定は、令和

２年２月１日から適用する。 
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 （経過措置） 

２ 改正後の第４条第２項から第４項までの規定は、令和２年度分の保険料につ

いて適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。 
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議案第 52 号  

 

財産の取得について 

 

下記のとおり財産を取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年４月生駒市条例第２号）第３条の規

定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 取得する財産  パソコン機器等 

２ 取 得 価 格  １９,９９３,９３０円 

３ 契約の相手方  奈良市高天町１０番地の１ Ｔ．Ｔ．ビル４階 

キステム株式会社 奈良本社 

事業統括取締役  井 門 英 也 

４ 契 約 の 方 法  条件付一般競争入札 

 

  令和２年６月５日提出                                       

                    生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 53 号  

 

財産の取得について 

 

下記のとおり財産を取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年４月生駒市条例第２号）第３条の規

定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 取得する財産  消防ポンプ自動車 

２ 取 得 価 格  ４６，７５０，０００円 

３ 契約の相手方  大阪府吹田市豊津町１番３１号 由武ビル５階 C 号室 

          長野ポンプ株式会社 大阪営業所 

          所長 東 野 敏 行 

４ 契 約 の 方 法  事後審査型条件付一般競争入札 

 

  令和２年６月５日提出                                       

                     生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 54 号 

 

   市道路線の認定について 

 

 市道路線を次のとおり認定したいから、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

整理 
路 線 名 

 起        点 

番号  終        点 

1 小明上線支線１号 
小明町５２７番４先 

小明町５２７番１６先 

2 小明上線支線２号 
小明町５２７番１７先 

小明町５２７番２０先 

3 小明町４号歩行者道 
小明町５２７番１１先 

小明町５３０番３先 

4 東菜畑２丁目５号線 
東菜畑２丁目８４４番１４先 

東菜畑２丁目８４４番８先 

5 別院線支線３号 
壱分町２６６番８先 

壱分町２６６番４先 

6 小平尾町１号線 
小平尾町８６番先 

小平尾町１６０番３先 

7 本町山崎線支線１号 
東新町４２番１先 

本町６３番２先 

8 谷田俵口線支線９号 
俵口町１３９９番８先 

俵口町１３９９番５先 

9 ウリウ円正寺線支線５号 
北新町９４１番２先 

北新町９３８番７先 

 

 

令和２年６月５日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史 
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議案第 55 号 

 

   市道路線の廃止について 

 

 市道路線を次のとおり廃止したいから、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第１０条第３項の規定により、議会の議決を求める。 

 

整理 
路 線 名 

 起        点 

番号  終        点 

1  小平尾町地内３号線 
小平尾町８６番先 

小平尾町９０番先 

2  小平尾町地内９号線 
小平尾町１６０番３先 

小平尾町９７番１先 

 

 

 令和２年６月５日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史  
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